
人口ビジョン・総合戦略策定について
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資料１



○ 我が国が直面する地方創生・人口減少克服という構造的課題に正面から取り組むため、
内閣府にまち・ひと・しごと創生本部を設置するとともに、平成26年12月にまち・ひ
と・しごと創生法が制定され、人口の現状と将来の展望を提示する「まち・ひと・し
ごと創生長期ビジョン」及び今後５ヵ年間の政府の施策の方向性を提示する「まち・
ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定されました。

国の長期ビジョンと総合戦略

１ 人口ビジョン・総合戦略策定の背景
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○ これを受けて、地方公共団体においては、国の長期ビジョン及び総合戦略を勘案して、
地方公共団体における人口の現状と将来の展望を提示する「地方人口ビジョン」及び
地域の実情に応じた今後５か年の施策の方向性を提示する都道府県及び市町村まち・
ひと・しごと創生総合戦略の策定に努めることになりました。

国と地方における人口ビジョン・総合戦略の構成（イメージ）

１ 人口ビジョン・総合戦略策定の背景
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２ 人口ビジョンの全体構成
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３ 総合戦略の全体構成
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○ 人口減少克服・地方創生を目的とし、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を
踏まえ、2015 年度を初年度とする今後５か年の政策目標や施策の基本的方向、具体的
な施策をまとめるものです。

（1）総合戦略の位置付け

○ 2015年度から2019年度の5か年とします。

（2）総合戦略の対象期間

○ 基本目標 国が定める政策分野（4分野）を勘案して、政策分野を定める。

・政策分野ごと5年後の基本目標を設定。

①地方における安定した雇用を創出する ②地方への新しいひとの流れをつくる

③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

④時代に合った地域をつくり、安全なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する

○ 講ずべき施策に関する基本的方向

○ 具体的な施策と客観的な指標

・施策ごと客観的な重要業績評価指標（KPI）を設定。

（3）総合戦略の全体構成



検討の進め方

○ 人口ビジョン・総合戦略の策定に当たっては、推進会議（有識者会議）及び住民（住
民アンケート・パブリックコメント）からの意見・ニーズを反映しながら、行政（推
進本部会議・部会）で検討を進めます。

まち・ひと・しごと
創生総合戦略
推進会議

４ 検討の進め方と策定スケジュール
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（1）検討の進め方

部会

住民アンケート

パブリックコメント

まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議：

住民及び産業界・行政機関・教育機関・金融機関・
労働団体・メディア等（産官学金労言）で構成される
有識者会議

まち・ひと・しごと
創生総合戦略
推進本部会議



４ 検討の進め方と策定スケジュール
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○ 人口ビジョン・総合戦略は平成27年10月までの策定を目指します。

○ 推進会議（有識者会議）は全３回を予定しています。

（2）策定スケジュール

推進会議（有識者会議） 推進本部会議 住民の意見募集

５月 第1回会議

６月 6/29 第１回会議
・概要説明
・骨子説明

第2回会議

７月 第3回会議 アンケート実施
（7月上旬）

８月 8月中旬 第２回会議
・素案説明

第4回会議 パブリックコメント
実施（8月下旬）

９月 第5回会議

１０月 10月 第３回会議
・最終案説明

第6回会議


